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函館市指定障害福祉サービス事業者等集団指導

令和６年４月から適用される制度への
対応について
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★障害者の意思決定支援を推進するための方策

指定基準について，以下の点が追加されました。

【取扱方針】

・事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，利用者の意思決定の支援に配慮するよう

努めなければならない。

⇒ 全サービスに共通する事項。

運営規程への掲載をお願いします。
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指定基準について，以下の点が追加されました。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

・利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ，利用者が

自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な

支援内容の検討をしなければならない。

・利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり，

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，

適切に意思決定支援を行うため，当該利用者の意思及び選好並びに

判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
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指定基準について，以下の点が追加されました。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

・相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・

個別支援会議について，利用者本人が参加するものとし，

当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の

作成を推進する観点から、サービス管理責任者・児童発達支援管理責

任者が作成した個別支援計画について相談支援事業者への交付を

義務付け。
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指定基準について，以下の点が追加されました。

【サービス管理責任者の責務】

・サービス管理責任者は，利用者の自己決定の尊重を原則とした上で，

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には，

適切に利用者への意思決定支援が行われるよう努めなければならない。

※ 障害児通所支援についても，障害児及びその保護者の意思の

尊重の観点から，上記に準じた規定を追加。
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障害者虐待防止措置については，令和４年度から義務化されてい

るが，措置を未実施である事業所等に対し減算を新設

下記基準を満たしていない場合に，所定単位数の１％が減算とな
ります。

① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに，その結果につ

いて従業者に周知徹底を図ること

② 従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施する

こと

③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
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身体拘束廃止未実施減算については，令和５年４月１日より適用開始となっているが，

下記の基準を満たしていない場合に、次のとおり見直し。

・１００分の１０に相当する単位数を減算

療養介護，施設入所支援（施設入所支援のほか，障害者支援施設が行う

各サービスを含む），共同生活援助，宿泊型自立訓練

・１００分の１に相当する単位数を減算

相談系サービスを除く全サービス

① やむを得ず身体拘束等を行う場合，その態様及び時間，利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること

② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し，その結果について従業者に周知徹底を

図ること

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること

④ 従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
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利用者への情報公表，災害発生時の迅速な情報共有，財務状況の見える
化の推進を図る観点から，障害福祉サービス等情報公表システム上，未報
告となっている事業所に対し，減算を新設。

・１００分の１０に相当する単位数を減算

療養介護，施設入所支援（施設入所支援のほか，障害者支援施設が

行う各サービスを含む），共同生活援助，宿泊型自立訓練

・１００分の５に相当する単位数を減算

その他のサービス
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業務継続計画は，令和３年度報酬改定において令和６年３月３１日まで
に策定とされていたところ。経過措置つきで減算が新設。

※ 令和７年３月３１日までの間，「感染症の予防及びまん延防止のた

めの指針」の整備及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っ

ている場合には，減算を適用しない。

・１００分の３に相当する単位数を減算

療養介護，施設入所支援（施設入所支援のほか，障害者支援施設が

行う各サービスを含む），共同生活援助，宿泊型自立訓練

・１００分の１に相当する単位数を減算

その他のサービス
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☆ 感染症対策の義務化（令和６年度から）

感染症の発生およびまん延の防止等に関する取組の徹底のため

①感染対策委員会の定期開催および結果の従業者への周知
②指針の整備
③定期的な研修と訓練の実施

が義務化されます。

○ 全事業所共通
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次の経過措置は，特例期間の延長が令和５年度末までで

終了となります。

① 同行援護の従業者要件のうち，盲ろう者向け通訳・介助員
を同行援護従業者養成研修修了者とみなす経過措置
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次の経過措置は，特例期間が令和８年度末までに延長

されています。

① 行動援護の従業者およびサービス提供責任者の要件のうち，
介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修
課程修了者とみなす経過措置

② 共同生活援助を利用する重度の障害者が，個人単位で居宅
介護等を利用することに係る経過措置
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まとめ

今回の報酬改定においては，各種減算が設定されましたので，
漏れの無いように対応をお願いいたします。
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